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市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
快
適
に
ご

利
用
い
た
だ
け
る
窓
口
サ
ー
ビ
ス
づ
く

り
に
向
け
て
、
総
合
窓
口
を
平
成
25
年

１
月
か
ら
開
設
し
ま
す
。

　

本
庁
舎
１
階
行
政
棟
フ
ロ
ア
全
体
を
、

「
市
役
所
の
顔
」
と
し
て
市
民
の
皆
さ
ん

を
気
持
ち
よ
く
迎
え
る
空
間
に
す
る
た

め
、
窓
口
カ
ウ
ン
タ
ー
・
キ
ッ
ズ
コ
ー

ナ
ー
を
含
め
た
待
合
ロ
ビ
ー
の
改
装
、

受
付
番
号
自
動
発
券
機
及
び
お
客
様
呼

出
番
号
表
示
モ
ニ
タ
ー
を
整
備
し
ま
す
。

　

１
階
フ
ロ
ア
に
は
、
フ
ロ
ア
ガ
イ
ド

（
案
内
係
）
を
配
置
し
、
申
請
書
の
書
き

方
や
発
券
機
の
使
い
方
を
説
明
し
て
該

当
す
る
窓
口
へ
と
案
内
し
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
課
に
お
い
て
、
税
証
明

を
取
り
扱
う
と
と
も
に
、
住
民
異
動
に

伴
う
子
育
て
関
係
の
一
部
手
続
き
を
実

施
す
る
な
ど
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
の
利

便
性
向
上
を
目
指
し
ま
す
。
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「
わ
か
り
や
す
い
」「
動
か
な
い
」「
便
利
」

な
窓
口
サ
ー
ビ
ス
を
目
指
し
ま
す

夜間窓口のご案内
仕事などで日中、来庁できない人のために、夜間窓口を開設しています。
●日時：毎週木曜日（17 時 15 分～ 19 時）
●場所：市民課（１階）
●取扱サービス：住民票、戸籍、市税証明書等の証明書の交付、印鑑の登録

総合窓口イメージ図（本庁舎 1階フロア）

1/4 から

窓口 取　扱　業　務
① 住民票証明、戸籍証明、印鑑登録証明、市税証明
② 住民異動届、新小中学一年生の入学通知書の手続き、就学証明書の交付　など
③ 婚姻届、離婚届、転籍届、養子縁組、出生届、死亡届　など

④ 年金、旅券、住民異動に係る子ども医療費助成金の申請受付及び児童手当の
申請受付　など

⑤ 後期高齢者医療（被保険者証、療養費等支給申請、葬祭費　など）
⑥ 国民健康保険（資格異動、被保険者証、療養費等支給申請、葬祭費　など）
⑦ 高齢者福祉（温泉保養、はり・きゅう、敬老バス、訪問給食　など）
⑧ 介護保険（要介護認定、住宅改修）
⑨ 地域密着型サービス

◆総合窓口で取り扱う業務（１階フロア）

※専門的な内容を伴う業務は、これまでどおり担当課窓口となります。ご注意ください。 

税証明の取扱や、夜間窓口の開設など「動かない」「便利」な窓口づくりを目指します。
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